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平成23年10月11日(火曜日）

午前11時07分開会

会議に付した案件

○協議事項

１．条例要綱案について

２．県外調査について

３. 次回委員会について

４．その他

出席委員（12人）

委 員 長 内 村 仁 子

副 委 員 長 図 師 博 規

委 員 緒 嶋 雅 晃

委 員 星 原 透

委 員 押 川 修一郎

委 員 黒 木 正 一

委 員 二 見 康 之

委 員 清 山 知 憲

委 員 井 上 紀代子

委 員 田 口 雄 二

委 員 鳥 飼 謙 二

委 員 新 見 昌 安

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のために出席した者（なし）

事務局職員出席者

政策調査課主任主事 池 田 憲 司

政策調査課副主幹 山 口 修 三

○内村委員長 それでは、ただいまから医療対

策特別委員会を開会いたします。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程案をごらんください。本日

は、条例の要綱案に関する委員協議を行ってい

ただくこととしております。本日は、具体的文

言等について、６の「がんの予防及び早期発見

の推進」までを目途に御協議いただければと思

います。その後、県外調査及び次回の委員会に

ついて委員協議を行う予定です。

本日はこのように取り進めてよろしいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 それでは、そのように決定いた

します。

早速委員協議に入ります。11月に行います県

外調査において、他県における先進事例を調査

しますので、あらかじめ問題点等を整理する意

味を含めまして、本日と次回の２回で一通り協

議をしていただきたいと思います。これから要

綱案について協議を進めてまいりますが、今後、

県外調査や意見交換等を行っていきますので、

その都度見直しや修正を行っていくということ

で御協議をよろしくお願いします。

まず、前回の委員会では、条例に織り込む項

目について協議をしていただきましたが、幾つ

か御意見をいただきましたので、要綱案を修正

しております。これについて書記に説明させま

す。

○池田書記 お手元の資料１をごらんください。

前回の委員会における委員からの御意見をもと

に、「宮崎県がん対策推進条例（仮称）」の要綱

案を修正しております。

まず、６の「がんの予防及び早期発見の推進」

についてですが、②において、健康増進法から

引用しまして、受動喫煙の防止対象施設を具体

的に例示したところです。中身としては、「学校、
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体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、

百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他」

という文言をつけ加えることにしております。

次に、ページをおめくりいただきまして、７

の「がんに関する教育の推進」ですが、がん教

育に関する対象者について、これまで、「小学校、

中学校、高等学校」という文言だったところを、

「学校教育」という文言に修正しております。

最後に、10の「がん医療の充実」ですが、よ

り詳細に具体的になるよう４つの号を追加して

規定しております。

説明は以上です。

○内村委員長 それでは、まず、１の目的から

一つずつ順番に文言を含めた協議を進めてまい

ります。何か御意見があればお願いします。

○清山委員 きょうは要綱案を協議するという

ことだったので、僕も全面的に自分なりに見直

してつくってきました。目的の部分は、他県の

ものと比較しても内容を読んでも、長くてわか

りにくい。条例というのはある程度わかりやす

くメッセージ性を持っていないといけないので、

「がんの予防及び早期発見の推進、がん患者の

負担の軽減等について定めることにより」以下

ですけれども、例えば「がん患者等の負担の軽

減等について定める」ことは、患者さんの支援

の一部しか取り上げておらず、負担の軽減だけ

ではない部分もありますので、「がん患者の支援

その他」としたほうがいいんじゃないでしょう

か。以下、「定めることにより、がん対策基本法」

云々というところは、「がん対策に関する基本的

な事項を定めることにより、がん対策を総合的

に県民とともに推進すること」としたほうがシ

ンプルでわかりやすいかなと。いろいろ書いて

あるんですけど、「科学的根拠に基づく適切なが

ん医療を県民が受けられるようにするための総

合的ながん対策」では、限定されちゃうので、

科学的な医療を県民が受けるというものは、こ

の条例の中では「がん医療の充実」という項目

に当たると思うんですけれども、そこに限定す

るよりも、「がん対策に関する基本的な事項を定

めることによりがん対策を総合的かつ県民とと

もに推進することを目的とする」とうたったほ

うが、県民の責務を書いてある条例としては適

切かなと思いました。

○内村委員長 今、清山委員から意見がありま

したが、ほかに御意見はありませんか。

○緒嶋委員 今言われたようなことも含めてシ

ンプルなほうが、第何条とか詳しく書き過ぎる

とかえって何を言っているかわからんというよ

うな、メッセージ性が薄れる面もあるから。そ

して、これは最終的には法制との絡みはどうな

るわけですか。条例をつくる場合。

○池田書記 委員からの御意見をいただきまし

て、法制等で間違いがないかの確認は最終的に

させていただきますけれども、この場ではそれ

ぞれの意見をお伺いして、委員会としての要綱

案を推敲していただくということでお願いいた

します。

○内村委員長 ほかに何かありませんか。

○井上委員 清山委員の意見に賛成です。

○鳥飼委員 なぜつくるかというのをここに盛

り込む必要があるかということですね。こうい

う理由だからこういう条例をつくりますよとい

うのを１の目的のところに盛り込む必要がある

のかということではないかと思うんです。確か

に数えてみたら200字ぐらいでかなり長いです

ね。こんな文章を書くなとは言われていますよ

ね。せいぜい長くても100字ですね。そういう意

味では、なお書きみたいなことを入れる必要が

あるのかどうか。県民にそういうことを訴える
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必要があるのかどうかということだろうと思う

んです。

○星原委員 今、出ている意見は、簡素にする

ということなんですが、死亡の最大の原因はが

んということだから、それを減らしていこうと

いうのが目的で、そのためには県民への啓発、

あるいは検診を受けようという、県民全体が自

分から積極的にそういったものに取り組んでい

く姿勢を促すことだろうと思うんです。その辺

があらわれていれば、特別いろいろ書かんでも

いいのかなと思います。

○鳥飼委員 表現を短くしても、言っているこ

とは盛り込んであるという工夫ができれば、そ

れのほうがわかりやすいから、知恵を出す必要

はあるのかなと思います。

○内村委員長 ほかにありませんか。では、こ

のことについてはわかりやすく、簡潔にすると

いうことで、正副委員長で整理させていただく

ということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 次に、２の「県の責務」につい

て何か意見はありませんか。

○井上委員 意見が出るとすれば、本県の特性

というのをどのようにとらえるのかということ

だけでしょうね。

○内村委員長 今、井上委員から、本県の特性

にというところの指摘がありましたけれども、

書記のほうで説明をお願いします。

○池田書記 本県の特性というところでは、例

えばＡＴＬ（白血病）の問題であるとか、肝が

んが多いという現状があるかと思います。

○内村委員長 それを織り込むどうかですが、

御意見はありませんか。

○鳥飼委員 中身まで盛り込む必要はないん

じゃないですか。

○緒嶋委員 いろいろあるだろうけど、それに

書いていない以外のことはどうなるのかという

ことになる。

○内村委員長 では、２の「県の責務」につい

てはこのままということで進めさせていただい

てよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 では、次に、３の「市町村の役

割」についてですが、前回の委員会において委

員から、市町村の役割をこのように義務づける

形で織り込むと反発を受けるのではないかとい

う意見がありました。こういった点も踏まえま

して、何か御意見があればお願いします。

○清山委員 他県の条例を見たら、割とこうい

う文章で書かれているから、いいのかなと思い

ました。

○鳥飼委員 市町村には問い合わせはしていな

いんですか。

○内村委員長 まだしておりません。

○鳥飼委員 どっちにしろしないといけないで

すね。

○星原委員 確かに難しいところはありますね。

我々が条例をつくって、市町村にこうしなさい

と言うと、職員数が少ないところはそれに対応

できるかどうかという状況が出てくる可能性は

ありますね。

○押川委員 市町村との連携は一番大事でしょ

うから、こういう形で私はいいと思うんです。

市町村にも頑張ってもわらんといかん。

○星原委員 市町村の意見も聞かんと、市町村

が末端のところで一番住民と関係するわけだか

ら、そこのところで協力を求めないと。いろい

ろやろうとすれば、今やっていることプラスア

ルファの部分で職員の数が足りるのか、どこま

で取り組めるのか、最終的にはそこに責任を押
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し付けるみたいな形になったり、進んでいると

ころと進まないところが出てきたり、そういう

問題が起こり得る可能性があるわけです。

○内村委員長 委員会としての案が、決定した

段階でなんらかの形で意見を聴取する機会は確

保したいと考えております。現状の市町村の役

割を盛り込む方向でよろしいでしょうか。ほか

に御意見ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 では、そのように進めさせてい

ただきます。では、次に４の「保健医療関係者

の役割」について、御意見がありましたら、お

願いします。

○清山委員 他県の条例にすべて目を通しまし

たけれども、どうしてこんなに短くなったのだ

ろうと思うくらい、かなりシンプルになってい

るんですけれども、「保健医療関係者は、県及び

市町村のがん対策に協力するよう努めるものと

する」は入れるべきですが、僕は２つあると思

います。１つは、「保健医療関係者は、がん患者

及びその家族などの意向を尊重した適切で質の

高いがん医療を提供することに努めるとともに、

県及び市町村の講ずる施策に協力する」。もう一

つは、「保健医療機関は、がん患者等に対し、こ

れらの者が求めるがんに関する情報を提供する

ように努めるものとする」とすれば、先日のセ

カンドオピニオンの意見もありましたけれども、

そうした情報提供もしやすくなるんじゃないか。

この２つがやはり医療者の役割かなと思います。

○内村委員長 今、清山委員から、２項目を入

れたほうがいいのではないかという案が出まし

た。御意見ありませんか。

○緒嶋委員 がん対策は、県や行政だけではな

くて、最終的には医療機関にも努力してもらわ

にゃいかんわけですよ。

○星原委員 いろいろ意見を聞きながら思った

のは、県、市町村、医療機関とそこに行くんだ

けど、県民の責務・役割のところに重点を置い

た形でなされていかないと負担がかなりいくの

かなと。県民の意識として、自分の命は自分で

守るんだと。そうなると自分から積極的に検診

を受けるということが強く出てきたりして、県

民全体に対しての条例の考え方に近いのかなと

いう気はするんです。その中でそれぞれの役割

をどう持たせるかということじゃないかという

気はするんです。県民の役割のところを少し強

調したほうが。

○図師副委員長 清山委員から出ました情報提

供に関しては、15項目めにも出てくるんですが、

ここでは県の役割しか出ていないものですから、

「県及び保健医療関係者は」という項目がもし

ここに入れば、先ほどの２項目めの情報提供の

内容はここに織り込むような感じではいかがで

すか。

○清山委員 保健医療関係者の役割を定めると

いう意味では、こっちのほうがわかりやすいん

じゃないか。15項目めの情報の収集及び提供と

いうのは、県の役割に関して、県が行う上での

情報収集及び提供ですので。他県の条例を見て

もここに盛り込まれているものですから。

○図師副委員長 医療機関はそんなことはもう

やっているがと、追い詰めるというか、さらに

求めるのも酷なのかなという気もしていたんで

す。ただ、他県の条例等見ながら、今のような

意見を織り込めればと思います。

○星原委員 もう一点言わせてもらうと、今度

視察に行きますね、条例をつくった県で、こう

いう文言で何も問題は起きていないか、起きて

いるかを情報収集できれば。実際に施行してい

るところで、それぞれの役割のところで何も問
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題はないか、何かそういうことでいろいろ出て

きているのか、その辺をもう少し調査して、せっ

かくつくるならその辺の情報も入れた上で、こ

こで先に持っていくより、それも一つの方法か

なと今思ったところです。

○内村委員長 星原委員がおっしゃられたとお

り、今後、県外調査も予定されております。こ

れから皆さんで協議をしていただいて、修正は

またできますので、とりあえず今回調査に行く

までに一つ確固としたものを持っていくことが

一番大事かなと思います。

では、４については、今の２項目を入れると

いうことでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 そのようにさせていただきます。

続きまして、５の「県民の役割」について、

御意見があればお伺いいたします。

○清山委員 さっき星原委員がおっしゃったよ

うに、ここを強調できればいいのかなと思って。

２つのことが一文になっているので、そこをわ

かりやすくするためには、項目１は、「県民は、

喫煙、食生活、その他生活習慣が健康に及ぼす

影響等がんに関する正しい知識を持ち、がんの

予防に必要な注意を払うよう努めるものとす

る」。２番目は、「県民は、市町村の実施するが

ん検診を積極的に受けるよう努めるものとする」

というふうに、がん検診の受診を切り離してき

ちんとうたったほうがいいのかなと思いました。

以上です。

○新見委員 私は前回の委員会を欠席したもの

ですから、議論があったかどうかわかりません

けど、２番が県の責務ということで「責務」と

いう表現なんですが、３から５までが「役割」

というふうに違いがあるのは何か考えがあるん

ですか。確認だけです。

○池田書記 当初の案からこういう形なんです

けれども、市町村であったり保健医療関係者の

部分に「責務」という比較的厳しい文言を使っ

て条例で責任を規定するといった形は余り適当

ではないんじゃないかということで、やわらか

い表現として「役割」という言葉を選んでいる

ところです。

○内村委員長 よろしいでしょうか。ほかはあ

りませんでしょうか。県民の役割については、

今、清山委員から、２つに分けたほうがいいん

じゃないかという提案がありましたけれども、

文言についてはそのようにしてよろしいですか。

○緒嶋委員 医療機関が行う検診とせんでいい

ですか。市町村だけでいいか。医療機関も入れ

ないと。

○清山委員 どうでしょう。わからないです。

そこは特に考えなかったです。医療機関でもい

いかもしれない。

○緒嶋委員 事業所もあるから、市町村だけと

限定にするにはちょっと幅が足りないかなと。

そこ辺の文面はちょっと考える必要があるん

じゃないか。

○田口委員 喫煙が真っ先に来るのはいいんで

すか。

○清山委員 実際、喫煙ががんの最大の原因に

なっているからこの順番でいいんじゃないかと。

○内村委員長 県民の役割については、今の議

論を踏まえまして、２つの項目に分けて分かり

やすい文言に修正するということで正副委員長

で整理させていただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 では、そのようにさせていただ

きます。

次に、６の「がん予防及び早期発見の推進」
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に移ります。

○清山委員 済みません、その前にちょっとい

いですか。

６番の前に、事業者の役割とか責務を入れた

ほうがいいんじゃないかと思います。他県でも

入れているところがあるんですけれども、事業

者は２つ役割があると思うんです。１つは、治

療できるがんであっても、がんにかかったこと

がわかってしまうと、その後解雇されたり、就

労面での不遇を伴うことが多いというのが、全

国でも問題になったりすることがあります。一

方で、従業者は、がん検診を仕事のためになか

なか受診できないということもあります。提案

としては、１つは、従業者ががん検診を容易に

受診することができて、しかもがんに罹患した

場合においても、治療や療養生活等の実情に応

じた就労を継続することができるよう環境整備

に努める必要があると。もう一つは、県または

市町村が講ずるがん対策に関する施策に協力す

るよう努めるものとすると。分煙対策に関して

も事業者が出てくるので、その２つが大事かな

と思うんです。

○内村委員長 今、清山委員から、事業者の役

割についてもということでありました。

○星原委員 今までじゃなくてこれからやって

いくわけだから、そういう求め方をしていくほ

うが、他県でうたっているのが少ないというの

は、その時点でそこまで求めることができたか

どうかという課題もあったかもしれなくて少な

いかもしれないわけですよね。企業によっては、

今、会社で受けているところもありますよ。も

う今始まっています。前進させるという意味で

いいんじゃないですかね。鳥取県は全部責務に

なってるけど、鳥取県の事業者の責務のところ

あたりはそんなにきつい言葉でもないし、いい

のかなという思いはしますね。それぐらいは盛

り込んだほうが。

○鳥飼委員 「事業者」というのはどこかにあっ

たけど、説明がなかったんですが、事業者の定

義をはっきりさせておいたほうがいいでしょう

ね。

○内村委員長 今、鳥飼委員から、事業者の定

義を織り込む必要があるんじゃないかというこ

とですけれども。

○図師副委員長 今のところ、他県で事業者の

定義までしているところは見当たらないんです

が、宮崎として独自に、例えば健康保険適用事

業所としたり、もしくは従業員何名以上のとこ

ろはというくくりをするかですけれども、どう

でしょうかね。

○鳥飼委員 雇用主みたいなことですかね。

○清山委員 従業員がいなければちょっと違う

から、雇用主というか、１人でも従業員を雇用

している事業者ということですよね。

○内村委員長 では、まず「事業者の役割」に

ついては、追加するということでよろいいでしょ

うか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 では、そのように決定させてい

ただきます。事業者の定義をどうするかは正副

委員長のほうで検討をさせてもらってよろしい

でしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 では、そのようにさせていただ

きます。

次に、６の「がんの予防及び早期発見の推進」

について、御意見があればお願いします。

○清山委員 ここにおいても幾つかあるんです

けれども、まず、上からいくと、「喫煙、食生活、

運動その他の生活習慣及び生活環境」とあるん
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ですけど、この生活環境というところをもう

ちょっと具体的に書いてもいいかなと。特に福

島の原発事故を受けて、非常に発がん性物質に

ついて意識が高まっているので、ここに「化学

物質、放射性物質、ウイルスその他の生活環境

上の諸因子ががんの罹患に及ぼす影響に関する

啓発及び知識の普及」としてもいいんじゃない

かと。放射性物質に対しても正しい知識を持つ

ことは難しいと実感するし、ウイルスによって

がんが発生するということもまだ知識として足

りないかなと。たしかどこか１つだけ条例でこ

ういう細かい書き方をされているところがあっ

たと思うんです。今の状況を考えれば、放射性

物質とかそういったことを含めてもいいのかな

と思いました。

２つ目は、ほかの条例を全部参考にしました

が、ここは僕個人の意見ですけど、喫煙が最大

・最悪の発がん性物質で、たばこを吸っている

人は1,000から2,000ミリシーベルトの被曝と同

じで、受動喫煙は100～200ミリシーベルトとか

いろいろ言われていますけど、発がん性物質に

対する意識が高まっている中で、教育機関とか

医療機関、公共施設、公共交通機関においては、

もうちょっと厳しく喫煙の禁止、そして、多数

の者が利用する施設においては受動喫煙を防止

するとまで書かないと、条例の実効性はなかな

かないのかなと思いました。健康増進課長の説

明で、県や市町村の官公庁舎の分煙対策の実施

率とか学校での実施率を聞いて、予想以上に低

いと思いましたので、やはりすべての県民や市

民が訪れる公共施設・医療機関、そして、未成

年の喫煙が問題になっているにもかかわらず、

小・中・高校は全部未成年の子供が出入りする

施設ですよね、そこでは喫煙の禁止とかそこま

で踏み込んで率先垂範してもらわないと、なか

なか進まないんじゃないかと思いましたので、

もうちょっとここは書いていいのかなと。もち

ろん葉たばこ農家さんのこともあるんですけれ

ども、あくまで受動喫煙の防止という意味で、

たばこを吸われる分にはいいんですが、そのリ

スクを外にまき散らして与えてしまってはいけ

ないだろうと。原発もそうなんですけれども、

原発の周りには、その利益を受けて生活をして

食っている人もいるんですけど、同時にリスク

もあるということで、そのリスクは最小限にし

たほうがいいんじゃないかと思いました。

３番目に、後で出てくる「女性特有のがん対

策の推進」は、結局、検診受診率と予防なので、

ここに入れて、しかも性別特有のがんは女性の

ものだけじゃなくて前立腺がんもあるので、こ

う拝見すると、その辺を配慮して、性別及びが

んに罹患しやすい年齢、小児がんもありますの

で、「性別と年齢を考慮したがんの予防に関する

正しい知識の普及及びがん検診受診率の向上」

としたほうが、片方に寄らないでいいんじゃな

いかと思いました。

４番目に、「がんの予防に効果があると認めら

れる予防接種の推進に関する施策」というのを

個人的には盛り込みたいと思います。子宮頸が

んワクチンがありますけれども、誤解や正しい

知識の普及がなくて、がんにもワクチンが開発

されてくる時代なので、予防を挙げるのなら予

防接種をきちんと盛り込まないといけないかな

と思いました。

あとは、③と⑤は一緒なんですけれども、④

のがん検診に携わる医療従事者の資質向上に関

しては、後に出てくるから省略してもいいのか

なと思いました。「がん医療の充実」のところと

か、「医療従事者の育成・確保」の点で挙げれば

いいのかなと思いました。
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以上です。

○内村委員長 今、清山委員から意見が出まし

たが、ほかにありませんか。

①の生活環境というところで、化学物質、放

射性物質、ウイルス等、がんに及ぼす影響があ

るということで、これを入れるかどうかという

こと。それから、公共施設や医療機関等での受

動喫煙防止を強化するということ。それから、

年齢・性別によるがんの発症という部分がある

ことなどが挙げられましたけれども、それを織

り込むかどうか。

今、清山委員からいただいた提案を正副委員

長でもう一回検討させていただきたいと思いま

すが、ほかに御意見はございませんか。

○清山委員 特に②はいろいろ意見があるのか

もしれないなと思いました。分煙とか禁煙に関

してどこまで踏み込むかということ。

○図師副委員長 今の清山委員の意見をできる

だけ織り込んだ形でもう一回文章をつくり直す

として、禁煙場所の強化、特に教育機関ももっ

と具体的にというお話で、神奈川県が受動喫煙

禁止条例でしたか、正式名称はわかりませんけ

ど、がん条例の中には織り込んでいなくて、別

条例でそこまで踏み込んでいるという。

○清山委員 あれは罰則規定も設けたかなり厳

しい条例ですよね。

○図師副委員長 もちろんそこも含めながら、

できるだけ詳細にここに織り込んでいったほう

がいいということですね。

○清山委員 詳しく書いているところもありま

すし、今、僕が申し上げた内容そのものをうたっ

ている条例もあります。やっぱり県などの官公

庁舎が率先して取り組んでいかないと説得力が

ないかなと思うんです。

○鳥飼委員 税収の関係があるからなかなかや

やこしい話になると思ったんですが、例えば受

動喫煙の防止対策の推進、受動喫煙を防止する

施設を整えるということがされないと、ただ単

に禁止をして路上で吸うという見苦しいことも

出てこないとは限らないわけで、そこ辺も一つ

考える必要がある。なかなかややこしい。金の

問題も絡んでくる。どこまで条例でうたい込む

のかということだろうと思うんです。僕は吸わ

ないからいいですけれども、排除されて路上で

吸っている人がいますね、それはやっぱり見苦

しいですよね。

○井上委員 一番危ないのはたばこを持って吸

いながら歩いている人。子供たちのちょうど目

の線のところで振り回されている。そういう意

味でいったら吸う人も考えないといけない。

○内村委員長 ８番は「女性特有のがん対策の

推進」としているんですけれども、女性だけで

はなく男性も前立腺がんがあるということで、

６番の「がんの予防及び早期発見の推進」の中

に８番も一緒に織り込むという案も清山委員か

ら出されましたが、それでよろしいでしょうか。

○井上委員 秋田みたいに性別とか全部網羅し

て書いてあるから、いいんじゃないですか。そ

れから、さっき清山委員から指摘があったけれ

ども、放射性のあれなんかも含めると、小児が

んというのがものすごく今問題になっていると

ころでもあるので、いいんじゃないですか。

○内村委員長 そういうものも生活環境の中に

織り込むということですね。ここもまた修正を

加える方向で検討させていただきたいと思いま

す。ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 きょうは、６番の「がんの予防

及び早期発見の推進」までの検討をお願いした

ところですが、本日予定していたところまで終
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了しました。この続きは次回以降の委員会で行

いたいと思います。本日協議いただきました事

項については、正副委員長で整理しまして次の

委員会でお示ししたいと思います。今後も意見

交換や県外調査がありますので、委員協議を行っ

て充実した内容の条例としていきたいと思いま

す。貴重な御意見ありがとうございました。ま

たよろしくお願いいたします。

では、次に移ります。協議事項２の県外調査

についてであります。先週、書記が確認に伺い、

皆さんから了解をいただいていると伺っており

ますが、先進県であります熊本、広島、大阪を

訪問して、条例及び報告書に向けた調査を行い

たいと思いますので、御参加いただきますよう

お願いします。このことについて何か御質問ご

ざいませんか。

○鳥飼委員 14番まで条例をつくっている県が

書いてありますけど、たまたま熊本県と広島県

は条例はないんですかね。

○図師副委員長 実は日程を組むときに、秋田

に行きたいというので委員長といろいろ話した

んですが、行程を組み切らんかったものですか

ら。条例はなくても先進地であることには間違

いありません。

○内村委員長 秋田をぜひ見てきてほしいとい

う意見もあったんですけど、遠いものですから、

日程的に組む込むことができませんでした。

○星原委員 実際条例をつくるときにどういう

状況であったとかどうなのかというのは、これ

でいくと、両方ともなければ全然聞くことがで

きない。私は、つくった後の県民の意識とか医

療機関とか市町村からいろんなことが出てきて

いるんじゃないかと思ったものだから、取り組

みが云々じゃなくて、条例をつくろうとしてい

るから……。

○井上委員 大阪府は持ってますよね。

○清山委員 大阪府はできたばかりです。

○井上委員 ただ、今に近い。今に近いといっ

たら変だけど、対策が今に近いと思うのでいい

んじゃないですか。

○内村委員長 大阪については、府の職員さん

にも説明していただくよう段取りをしておりま

すので、そこで確認できると思いますので、理

解いただければと思います。ほかにありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 次に、協議事項３の次回委員会

についてであります。次回委員会は11月２日の

午前10時から行うことを予定しております。１

つは教育委員会においでいただきまして、がん

に関する教育の推進について説明をお願いした

いと考えております。次回委員会での執行部へ

の説明・資料要求について何か御意見や御要望

はありませんか。

○鳥飼委員 がん対策で市町村から上がってき

ているというか、担当者会議等でこういう問題

がとか何かあれば、そこを説明してもらうとい

いかなと思うんです。市町村からの声を聞くと

いう意味で。

○内村委員長 今、鳥飼委員から、市町村から

の声が来ていればということでしたので、そこ

も調査をさせてもらいます。ほかにありません

か。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 ほかにないようなので、次回委

員会の内容につきましては、先ほどの御意見を

踏まえまして正副委員長に御一任をいただきた

いと思います。

では、最後になりますが、協議事項４のその

他でございますが、委員の皆様から何かござい
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ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○内村委員長 では、ないようですので、再度

申し上げますが、次の委員会は閉会日の11月２

日（水）ですので、よろしくお願いします。

以上で本日の委員会を閉会いたします。

午後12時02分閉会


